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【事業概要】
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【事業の計画・実績】

（※ 計画については、平成22年度策定の推進計画による。）

【評価コメント・評価結果】

個別計画等 　老朽管更新事業計画(H14～H33)〃  終了予定年度 平成３３年

平成２３年度 事務事業評価調書（事後評価用）
平成23年5月20日現在

計画事
業番号

648 事務事業名 配水管改良事業 担当部署 水道部 水道施設課 電話 内線８７７

ソフト・ハード区分 ハード事業 会計区分 公営企業

事務区分 ■自治事務　□法定受託事務 根拠法令等 　水道法第2条第1項

事務事業開始年度 平成１４年

水道の整備

3 施設の持続

補助単独区分 単独 新規継続区分 継続

２ 対　　象 　老朽化した配水管

３ 目的と内容
　老朽管更新事業計画に基づき、敷設後40年を経過した既存配水管を更新し、漏水事故等の未然防止と有収率の
向上を図る。基幹的配水管の更新においては、配水管の劣化度調査を行い地震災害時に備えた耐震管での更新を
実施する。

１ 総合計画体系

5 章） 快適な生活環境のまち

5 節）

平成25年度

４ 実施内容
　（手　　段）

2
2
年
度
ま
で

　配水管の改良については、平成１０年度に老朽管更新事業計画書を策定し、平成１４年度よりこの計画に基づき事
業を実施している。
　　平成22年度は、配水管改良延長L=5,912mの更新を行い総延長L=47.1kmの施工を完了している。

2
3
年
度

平成23年度  配水管改良延長 L= 6,615m、事業費 C=196,181千円を予定している。

計画 実績 ※計画 ※計画

平成22年度 平成23年度 平成24年度

※計画

　水道水を安定供給するためには必要不可欠な事業であり、今後も継続して事業を進め
る。

２ 次 評 価

配水管更新　L=5,716m 配水管更新　L=5,912m 配水管更新　L=6,615m

配水管更新
基幹配水管土質分布図
作成委託
基幹配水管劣化度調査

配水管更新
基幹配水管劣化度調査

評価区分

「拡大重点化」
「現状継続」
「見直し」
「統　合」
「休止・廃止」
「終　了」

前 年 度
２次評価

― ―

１ 次 評 価 現状継続



【事業費の推移】

【評価指標】

①

②

③

【評価項目】

175,622

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

決算額、当初予算額又は推進計画額 150,398 196,181 176,203

事
　
　
業
　
　
額

直接事業費

国支出金

一般財源 150,398

人　件　費

② 人　数（年間） 3.00

 ④ ＝②×③

道支出金

その他特財

地方債

175,622

 ① 合　計 150,398 196,181 176,203 175,622

③ 1人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000

196,181 176,203

27,000 31,500 22,500 31,500

3.50 2.50 3.50

9,000

平成２４年度 平成２５年度

総事業費①＋④ 177,398 227,681 198,703

①改良延長(工事延長) 目標値
ｍ

6246

207,122

指　　　　標　　　　名 単位 平成２２年度 平成２３年度

7496 7104 7028

実績値 6197           　　　    -           　　　    -           　　　    -

6586

実績値 5912           　　　    -           　　　    -           　　　    -

目標値
ｍ

5716

③更新延長累計 目標値
ｍ

          　　　    -

6615 6471②更新延長(更新された管延長)

53686 60157 66743

実績値 47071           　　　    -           　　　    -           　　　    -

成
果
指
標

老朽管更新事業の達成率 目標値
％

目標値

【更新延長累計/更新計画延長(100,071m)】 実績値

60.1 66.7

47           　　　    -           　　　    -           　　　    -

46.8 53.6

【指標の定義（算式等）】 実績値

　配水管改良事業進捗率とともに有効率は、着実に増加してい
る。

目標値

チ ェ ッ ク 項 目 評点 平成２２年度における評価　（現状と課題）

【指標の定義（算式等）】 実績値

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏ってい
　ないか

3
老朽管の更新にあたっては、布設年度、漏水履歴等を考慮し実
施しており、特定の個人や団体に偏るものではない。

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか
・上位施策を達成するために必要な事務事業か
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か
　（公共性・公益性の度合）

3 　受益者へ水道水を安定供給するためには必要な事業である。

有
効
性

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か
　（手段有効度合）

3

【 法律で実施が義務付けられている事務事業か 】 ■　法律の義務付けあり □　法律の義務付けなし

効
率
性

・投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
　（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

老朽管の更新については、費用対効果の有無に係らず、水道
水の安定供給に必要な事業である。
また、現時点での費用便益比は、費用に見合った効果を得られ
ている。

評点区分 　　　３　適　　　　切　　　　　　　　　　　２　改善の余地がある　　　　　　　　　　　１　不　適　切

公
平
性

（単位：千円）

④ 目標値

活
動
指
標

【民間活力の活用性評価】
（事業担当部局が評価）

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

実績値


